
資料４  

 
峡南地域在宅療養者支援のための多職種連絡会議（専門委員会）について 

平成２９年度事業実施計画書 
 峡南保健福祉事務所  

 
＜事業別内訳＞ 

１ 在宅医療広域連携会議 予算あり 

事業内容 □峡南地域在宅療養者支援のための多職種連絡会議の開催 

<目的> 在宅療養を希望する者が、住み慣れた生活の場において必要な医

療・保健・介護サービスが受けられるように、医療・保健・福祉従

事者が協力しサポートしていく体制の構築を図る。 

 

【第１回】平成２９年７月１２日〈水〉午後7時から 

 内 容：（１）平成２８年度事業報告・平成２９年度事業計画について 

（２）管内の在宅療養者支援のための課題整理と今後の取組に 

ついて 

（３）グループディスカッション 

 

 

【第２回】平成２９年１２月頃 

 内 容：（１）峡南保健所管内の医療ニーズと対応の現状 

      （２）グループディスカッション 

        ・今後、さらに必要な取組を探る 

        在宅療養者支援のために必要な協力とサポート        

     （３）在宅医療人材育成研修会報告 

 

【第３回】平成３０年 ２～３月頃 

 内 容：（１）２６年度以降の振り返りと平成３０年以降の推進体制〈仮〉 

     （２）グループディスカッション 

・在宅療養を支える多職種連携の現状について－まとめ－ 
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２ 在宅医療人材育成研修 予算あり 

事業内容 
□在宅療養支援のための連携スキルの向上等、医療・介護連携を推進する人

材の育成を図るための研修会を開催 

 

【第１回】平成２９年９～１０月頃 

内 容：事例検討 

     ◎事例検討をとおし、対象の理解とともに、在宅療養支援に携わ

る関係機関や多職種の職能への理解を深め、連携方法について

検討する。 

      特に、医療（病院）と地域の連携について研修を行う。 

 

【第２回】平成２９年１２月頃 

内 容：グループワーク等 

     ◎地域包括ケアシステム構築に向け、在宅医療を推進するための

多職種の連携体制の強化につなげる。 

 

 

 

３． 在宅医療普及啓発事業 予算なし 

目的：地域住民が峡南地域の在宅医療・ケアのしくみや状況、資源や各機関の機能を知る

ことで在宅療養のイメージが持て、自身の希望する生活について考える契機とす

る。 

事業内容 

（１）「在宅医療・介護の手引き」を活用した普及啓発 【通年】 

 内 容：関係機関及び一般への配布 2,000部 

 

（２）講演会等の開催に向けた支援 

 内 容：峡南在宅医療支援センターが管内町より受託し実施する、地域支

援事業「在宅医療・介護連携推進事業」の「地域住民への普及啓発」

について、センターに対して必要なノウハウの提供や技術的支援を

行っていく。 

 



 

峡南地域在宅療養者支援のための多職種連絡会議実施要領 

 

 

１．目的 

在宅療養を希望する者が、住み慣れた生活の場において必要な医療・保健・介護サービスが

受けられるように、医療・保健・福祉従事者が協力しサポートしていく体制の構築を図ること

を目的とし、峡南地域保健医療推進委員会の専門委員会として、在宅医療と介護の連携推進等

について協議を行う場として、峡南地域在宅療養者支援のための多職種連絡会議（以下「連絡

会議」という。）を設置する。 

２．実施主体 

峡南保健福祉事務所 

３．構成員 

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、訪問看護ステーション職員、地域包括支援センター職員、

介護事業所職員、市町村行政職員、保健所長等 

４．役員等 

連絡会議の役員として、会長１名、副会長２名を置く。 

1) 会長は、連絡会議において選出し、承認を得るものとする。 

2) 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。 

3) 副会長は、会長が指名することとし、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務

を代行する。 

4) 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

5) 委員は再任を妨げない。 

５．会議 

会議は、会長が招集し、会議には議長１名を置き、会長がこれにあたる。 

６．作業部会 

連絡会議の所掌事務を補助するため、必要に応じて作業部会を設置する。 

７．協議事項    

(1) 在宅医療と介護の連携推進のための多職種連携 

(2) 在宅医療を推進するための体制整備 

(3) 在宅医療を浸透させるための普及啓発 

(4) 在宅医療を担う人材の育成 

(5)  在宅連携支援プログラム（在宅医療と介護の連携手順）の検討 

(6) その他 

    目的の達成に必要な事項 

８．事務局 

連絡会議は事務局を峡南保健福祉事務所におく。 

９．その他 

この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項を行う。 

 

 

附 則   

１ この要領は、平成２６年６月２６日から施行する。 

  ２ この要領は、平成２８年６月２１日から施行する。 



分野 所　属 職種 　氏　名 所属・役職名等

1 市川三郷町 課長 内藤　勝 福祉支援課

2 市川三郷町 課長 渡辺　まゆみ いきいき健康課

3 早川町 課長 深澤　幸枝 福祉保健課

4 身延町 課長 穂坂　桂吾 福祉保健課

5 南部町 課長 遠藤　良彦 福祉保健課

6 富士川町 課長 佐藤　洋子 福祉保健課

7 峡南保健所 医師 津金　永二 峡南保健福祉事務所

8 西八代郡医師会 医師 立川　博邦 立川医院・院長

9 医師 窪田　良彦 くぼた内科胃腸科医院・院長

10 医師 飯野　哲 富河医院・院長

11 峡南医療センター市川三郷病院 医師 岩瀬　英一 峡南医療センター・市川三郷病院

12 峡南医療センター富士川病院 医師 小林　正史 峡南医療センター・富士川病院長

13 組合立飯富病院 医師 朝比奈　利明 組合立飯富病院・院長

14 身延山病院 医師 萩原　淳 身延山病院

15 峡南病院 医師 平井出　正紀 峡南病院

16 しもべ病院 医師 腰塚　浩三 しもべ病院・院長

17 峡南地区歯科医師会 歯科医 佐野　猛 さの歯科医院・院長

18 山梨県峡南薬剤師会 薬剤師 志村　貴美子 志村衛生堂薬局

19 山梨県看護協会峡南地区支部 看護師 有泉　純子 組合立飯富病院看護部長

20 峡南在宅医療支援センター 医師 芦澤　敏 峡南在宅医療支援センター・センター長

21 地域包括支援センター（北部） 保健師 小河内　菜美 富士川町地域包括支援センター

22 地域包括支援センター（中南部） 保健師 藤田　智恵美 南部町地域包括支援センター

23 山梨県介護支援専門員協会峡南支部 介護支援専門員 宮崎　昌美 居宅介護支援事業所 さい

24 山梨県医療社会事業協会 社会福祉士 保坂　英臣 富士川病院

25 山梨県栄養士会峡南支部 管理栄養士 柿島　穂津美 支部長（しもべ荘）

26 山梨県介護福祉士会峡南ブロック 介護福祉士 笠井　泰信 身延町役場

27 管内保健師代表 保健師 増原　美穂子 身延町保健師

28 訪問看護ステーション 看護師 石井　啓子 ますほ訪問看護ステーション

29 峡南地区認知症家族会 磯野　幸子 会長

30 医師 市川　万邦 南部診療所・所長

31 医師 西尾　徹 市川メディカルクリニック・院長
有識者

在宅療養者支援のための多職種連絡会議 (平成29年度）構成員 
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